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北九州市平和のまちミュージアム条例の施行期日を定める規則をここに公布

する。 

令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第２４号 

北九州市平和のまちミュージアム条例の施行期日を定める規則 

北九州市平和のまちミュージアム条例（令和３年北九州市条例第２５号）の

施行期日は、令和４年４月１９日とする。 
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北九州市平和のまちミュージアム条例施行規則をここに公布する。 

令和４年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

北九州市規則第２５号 

北九州市平和のまちミュージアム条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、北九州市平和のまちミュージアム条例（令和３年北九州

市条例第２５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（開館時間) 

第２条 ミュージアムの開館時間は、午前９時３０分から午後６時まで（入館

は、午後５時３０分まで）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開館時

間を変更することができる。 

（休館日) 

第３条 ミュージアムの休館日は、次のとおりとする。 

（１） 月曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７ 

８号）に規定する休日に当たるときは、その翌日） 

（２） １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、休館日

を変更し、又は臨時に休館日を指定することができる。 

 （観覧料の返還） 

第４条 条例第６条第２項ただし書の市長が特別の理由があると認めるときは

、天災その他使用者（条例第３条第１項の許可を受けた者をいう。）の責め

によらない事由により、当該使用者がミュージアムを使用することができな

いときとし、既納の観覧料の全額を返還する。 

（損害賠償の義務） 

第５条 ミュージアムの施設又は設備に損害を与えた者は、その損害を賠償し

なければならない。 

（その他） 

第６条 この規則の施行に関し必要な事項は、総務局長が定める。 

付 則 

この規則は、令和４年４月１９日から施行する。 
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北九州市告示第１１９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市営九州鉄道記念館西駐車場における使用料の徴収事務を次のとおり

委託した。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社内外美装 北九州市小倉北区青葉

二丁目１番１５号 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１２０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、一般廃棄物処理手数料のごみ処理手数料のうち、臨時的に行う粗大ごみ以外

の家庭廃棄物の処理に係るごみ処理手数料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社広吉環境開発 北九州市門司区大字大

積４００番地 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま 

市川産業株式会社 北九州市八幡東区前田

二丁目１２番１３号 

で 

北九州グリーン清掃株

式会社 

北九州市若松区響町一

丁目５０番地 

九州清掃事業センター

株式会社 

北九州市小倉北区親和

町６番３０号 
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北九州市告示第１２１号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市市民活動サポートセンターこくらにおける印刷機の賃貸料の収納事

務を次のとおり委託した。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

北九州ビルメンテナン

ス協同組合 

北九州市小倉北区紺屋

町４番６号 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１２２号

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例（昭和４７年北九州市条

例第６号）第６条第３項の規定により、令和４年４月１日から令和９年３月３

１日までの間の北九州市旧古河鉱業若松ビルの利用料金の額を承認したので、

北九州市産業観光施設の設置及び管理に関する条例施行規則（昭和４７年北九

州市規則第３４号）第５条の規定により次のとおり告示する。

令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

金額 備考 

― ９時～１２時 １２時～１７

時 

１７時～２２

時 

 営利のた

めの販売会

、展示会、

イベント等

を主たる目

的とする利

用に係る場

合の額は、

規定の額の

３０割に相

当する額と

する。 

多目的ホ

ールＡ 

８４０円 １，３２０円 ２，１６０円 

多目的ホ

ールＢ 

８４０円 １，３２０円 ２，１６０円 

会議室Ａ １時間又はその端数ごとに１００円 

会議室Ｂ １時間又はその端数ごとに１００円 

会議室Ｃ １時間又はその端数ごとに１００円 

冷暖房設

備 

多目的ホールＡ ３０分又はその端数ご

とに２８０円 

多目的ホールＢ ３０分又はその端数ご

とに１４０円 

会議室Ａ ３０分又はその端数ご

とに７０円 

会議室Ｂ ３０分又はその端数ご

とに７０円 

会議室Ｃ ３０分又はその端数ご

とに７０円 

11



北九州市告示第１２３号 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ

り、北九州市病院事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わ

せるための出納取扱金融機関を、次のとおり指定した。

令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治   

出納取扱

金融機関 

取扱店舗 所在地 指定期間 

株式会社

福岡銀行 

北九州営業部 北九州市小倉北区堺町 

二丁目２番１８号 

令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１

日まで 
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北九州市告示第１２４号 

 北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号）第１４条第

１項第２号及び第３号、第１４条の１０第１項第２号及び第３号並びに第１４

条の１５第１項第２号及び第３号に規定する国民健康保険料の令和４年度にお

ける料率を決定したので、同条例第１４条第３項の規定により次のとおり告示

する。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 基礎賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割          ２１，１１０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                      ２４，９９０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割      １２，４９０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割    １８，７４０円 

２ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ７，９１０円 

 （２） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の世帯別平等割 

                       ９，３６０円 

 （３） 特定世帯の世帯別平等割       ４，６８０円 

 （４） 特定継続世帯の世帯別平等割     ７，０２０円 

３ 介護納付金賦課額の保険料率 

 （１） 被保険者均等割           ８，７７０円 

 （２） 世帯別平等割            ７，６８０円 
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北九州市告示第１２５号 

北九州市国民健康保険条例（昭和４２年北九州市条例第５３号。以下「条例

」という。）第２０条及び第２０条の３並びに北九州市国民健康保険条例施行

規則（昭和４３年北九州市規則第４１号。以下「規則」という。）第８条に規

定する国民健康保険料の令和４年度における減額する額は、次のとおりである

。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治 

１ 規則第８条第１項第１号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １４，７８０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ５，５４０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ６，１４０円 

２ 規則第８条第１項第１号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の７を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １７，５００円 

  イ 特定世帯               ８，７５０円 

  ウ 特定継続世帯            １３，１２０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ６，５６０円 

  イ 特定世帯               ３，２８０円 

  ウ 特定継続世帯             ４，９２０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ５，３８０円 

３ 規則第８条第１項第２号アの当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１

０分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分           １０，５６０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      ３，９６０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ４，３９０円 

４ 規則第８条第１項第２号イの当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０

分の５を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 １２，５００円 

  イ 特定世帯               ６，２５０円 

  ウ 特定継続世帯             ９，３７０円 
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 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ４，６８０円 

  イ 特定世帯               ２，３４０円 

  ウ 特定継続世帯             ３，５１０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         ３，８４０円 

５ 規則第８条第２項第１号の当該年度分の被保険者均等割の保険料率に１０

分の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分            ４，２３０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課分      １，５９０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，７６０円 

６ 規則第８条第２項第２号の当該年度分の世帯別平等割の保険料率に１０分

の２を乗じて得た額 

 （１） 基礎賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  ５，０００円 

  イ 特定世帯               ２，５００円 

  ウ 特定継続世帯             ３，７５０円 

 （２） 後期高齢者支援金等賦課額分 

  ア 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯  １，８８０円 

  イ 特定世帯                 ９４０円 

  ウ 特定継続世帯             １，４１０円 

 （３） 介護納付金賦課額分         １，５４０円 

７ 条例第２０条の３の当該年度分の被保険者均等割の保険料額（条例第２０

条の規定により当該被保険者均等割額を減額するものとした場合にあっては

、その減額後の被保険者均等割額）に１０分の５を乗じて得た額 

（１） 未就学児の被保険者均等割額 

ア 基礎賦課額分            １０，５６０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ３，９６０円 

（２） 規則第８条第１項第１号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の７を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ３，１７０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       １，１９０円 

（３） 規則第８条第１項第２号アの規定により当該年度分の被保険者均等

割の保険料率に１０分の５を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保

険者均等割額 
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ア 基礎賦課額分             ５，２８０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       １，９８０円 

（４） 規則第８条第２項第１号の規定により当該年度分の被保険者均等割

の保険料率に１０分の２を乗じて得た額を減額した後の未就学児の被保険

者均等割額 

ア 基礎賦課額分             ８，４４０円 

イ 後期高齢者支援金等賦課分       ３，１６０円 
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北九州市告示第１２６号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項の規定に

より、下記の特定教育・保育施設の確認を行ったので、同法第４１条第１号の

規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

認定こども園

足原だきしめ

保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区足原一丁目７

番１号 

社会福祉法人

法順会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

キンダーポー

ト保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区明和町３番８

号 

社会福祉法人

名和会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

長浜保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉北

区長浜町２番２

７号 

社会福祉法人

長浜会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

大浜保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区中曽根東四丁

目１９番８号 

社会福祉法人

緑風福祉会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

きくが丘保育

園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区企救丘四丁目

１３番１号 

社会福祉法人

修法会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

曽根保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区津田新町一丁

目４番２６号 

社会福祉法人

曽根保育園 

令和４年４

月１日 

認定こども園

花園保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区富士見一丁目

５番３８号 

社会福祉法人

江松会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

三ツ葉保育園 

認定こ

ども園 

北九州市小倉南

区中吉田一丁目

１８番７号 

社会福祉法人

周防会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

つばさ保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡東

区山王二丁目１

８番８号 

社会福祉法人

育栄会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

リアンはなお

保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡東

区祇園一丁目５

番１号 

社会福祉法人

真祐会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

ＳＡＫＵＲＡ

ＮＢＯ 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区大字本城３３

８３番地１ 

社会福祉法人

薫風会 

令和４年４

月１日 
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認定こども園

塔野保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区塔野一丁目２

番７号 

社会福祉法人

育栄会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

本城西保育園

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区千代ケ崎二丁

目１２番２４号 

社会福祉法人

宝寿会 

令和４年４

月１日 
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北九州市告示第１２７号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２９条第１項の規定に

より、下記の特定地域型保育事業者の確認を行ったので、同法第５３条第１号

の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

家庭的保育事

業楠元直子 

家庭的

保育事

業 

北九州市八幡東

区桃園４丁目３

番３２号 

楠元直子 令和４年４

月１日 
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北九州市告示第１２８号 

子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条第２項の規定に

より、下記の特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８

条の１１第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

事業所の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

認定こども園

足原だきしめ

保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉北

区足原一丁目７

番１号 

社会福祉法人

法順会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

キンダーポー

ト保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉北

区明和町３番８

号 

社会福祉法人

名和会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

長浜保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉北

区長浜町２番２

７号 

社会福祉法人

長浜会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

きくが丘保育

園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南

区企救丘四丁目

１３番１号 

社会福祉法人

修法会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

曽根保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南

区津田新町一丁

目４番２６号 

社会福祉法人

曽根保育園 

令和４年４

月１日 

認定こども園

花園保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南

区富士見一丁目

５番３８号 

社会福祉法人

江松会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

三ツ葉保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市小倉南

区中吉田一丁目

１８番７号 

社会福祉法人

周防会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

つばさ保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡東

区山王二丁目１

８番８号 

社会福祉法人

育栄会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

リアンはなお

保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡東

区祇園一丁目５

番１号 

社会福祉法人

真祐会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

ＳＡＫＵＲＡ

ＮＢＯ 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区大字本城３３

８３番地１ 

社会福祉法人

薫風会 

令和４年４

月１日 

認定こども園

塔野保育園 

預かり

保育事

業 

北九州市八幡西

区塔野一丁目２

番７号 

社会福祉法人

育栄会 

令和４年４

月１日 
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認定こども園

本城西保育園 

認定こ

ども園 

北九州市八幡西

区千代ケ崎二丁

目１２番２４号 

社会福祉法人

宝寿会 

令和４年４

月１日 
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北九州市告示第１２９号

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１２条の

３第６項及び第７項並びに第１３条第１項、第２項及び第７項の規定により、

北九州市児童相談所に配置する心理に関する専門的な知識及び技術を必要とす

る指導をつかさどる所員（以下「児童心理司」という。）及び児童福祉司の数

を次のように定め、令和４年４月１日から施行する。

北九州市児童相談所に配置する児童心理司及び児童福祉司の数（令和２年北

九州市告示第１２７号）は、廃止する。

令和４年４月１日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 法第１２条の３第７項の児童心理司の数は、２８人以上とする。

２ 法第１３条第２項の児童福祉司の数は、７０人以上とする。

３ 法第１３条第７項の指導教育担当児童福祉司の数は、１２人以上とする。

22



北九州市告示第１３０号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州テレワークセンターの使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

ｆａｂｂｉｔ共同事業

体 代表者 ＡＰＡＭ

ＡＮ株式会社 代表取

締役社長 大村浩次 

北九州市小倉北区浅野

三丁目８番１号 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１３１号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市渡船事業所における若戸航路の使用料及び手数料の徴収事務を次の

とおり委託した。

令和４年４月１日

 北九州市長 北 橋 健 治

受  託  者
委  託  期  間

名    称 住    所

関門汽船株式会社 北九州市門司区西海

岸一丁目４番１号

令和４年４月１日から令和

５年３月３１日まで
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北九州市告示第１３２号

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市渡船事業所小倉分室における小倉航路の使用料及び手数料の徴収事

務を次のとおり委託した。

令和４年４月１日

 北九州市長 北 橋 健 治

受  託  者
委  託  期  間

名    称 住    所

関門汽船株式会社 北九州市門司区西海

岸一丁目４番１号

令和４年４月１日から令和

５年３月３１日まで
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北九州市告示第１３３号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市史の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治 

受   託   者 
委  託  期  間

名   称 住   所

公益財団法人北九州

市芸術文化振興財団

北九州市小倉北区室

町一丁目１番１号

令和４年４月１日から令和

５年３月３１日まで
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北九州市告示第１３４号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、新修・北九州市史の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治 

受   託   者 
委  託  期  間

名   称 住   所

株式会社積文館書店

クエスト外商部

北九州市小倉北区馬

借一丁目４番７号

令和４年４月１日から令和

５年３月３１日まで
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北九州市告示第１３５号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市響灘西地区廃棄物処分場及び北九州市日明積出基地におけるごみ処

理手数料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受 託 者 委 託 期 間 

名  称 住  所 令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１

日まで 

ひびき灘開発株式会社 北九州市若松区浜町一丁

目１８番１号 
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北九州市告示第１３６号 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５８条の２の規定によ

り、特定子ども・子育て支援施設等の確認を行ったので、同法第５８条の１１

第１号の規定により、次のとおり告示する。 

令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

施設等の名称 種類 所在地 事業者の名称 確認年月日 

キッズルームＡ

ｎｇｅｌ－ｓ 

認可外

保育施

設 

北九州市小倉

北区中津口一

丁目１番６号

小文字ビル２

階 

キッズルーム

Ａｎｇｅｌ－

ｓ

令和４年３

月１日 

キズナシッター

・キッズライン 

 近勢信嘉 

認可外

保育施

設 

居宅訪問型保

育事業の所在

地は個人情報

のため公示し

ておりません

。 

近勢信嘉 令和４年３

月４日 
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北九州市告示第１３７号 

 公の施設における使用料の納付について、地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第２３１条の２の３第１項の規定による指定納付受託者を指定したので

、同条第２項の規定により次のとおり告示する。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

指 定 納 付 受 託 者 
指定をした日 指 定 期 間 

名   称 住   所 

ＰａｙＰａｙ株

式会社 

東京都千代田区

紀尾井町１番３

号 

令和４年４月１

日 

令和４年４月１ 

日から令和５年 

３月３１日まで 
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北九州市告示第１３８号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第８項及び北九州

市指定金融機関等事務取扱規則（昭和３９年北九州市規則第５２号）第３条第

６項の規定により、次のとおり告示する。 

 この告示の日の前までに告示された北九州市収納代理金融機関の指定の告示

及び北九州市総括出納取扱店、出納取扱店及び収納取扱店の指定（令和３年北

九州市告示第９７号）は、廃止する。 

  令和４年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 総括出納取扱店 

  株式会社福岡銀行 北九州営業部 

２ 出納取扱店 

   区   別   出納取扱店となる事務取扱店舗 

門司区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

小倉北区 株式会社福岡銀行 北九州営業部 

小倉南区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

若松区 株式会社西日本シティ銀行 北九州営業部 

八幡東区 株式会社みずほ銀行 北九州支店 

八幡西区 福岡ひびき信用金庫 黒崎支店 

戸畑区 株式会社北九州銀行 本店営業部 

３ 指定金融機関及び指定代理金融機関の収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社みずほ銀行 国内で業務を営む全ての店舗（総括出納取

扱店及び出納取扱店を除く 。）  

株式会社福岡銀行 国内で業務を営む全ての店舗（出納取扱店

を除く 。）  株式会社西日本シティ銀行 

株式会社北九州銀行 

福岡ひびき信用金庫 

４ 収納代理金融機関及びその収納取扱店 

   金融機関名称   収納取扱店となる事務取扱店舗 

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 国内で業務を営む全ての店舗 

株式会社三井住友銀行 

株式会社りそな銀行  

株式会社広島銀行 
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株式会社伊予銀行  

株式会社筑邦銀行 

株式会社佐賀銀行 

株式会社十八親和銀行 

株式会社肥後銀行 

株式会社大分銀行 

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会

社 

みずほ信託銀行株式会社 

三井住友信託銀行株式会社 

株式会社もみじ銀行 

株式会社西京銀行 

株式会社福岡中央銀行 

株式会社豊和銀行 

株式会社南日本銀行 

遠賀信用金庫 

横浜幸銀信用組合 

朝銀西信用組合 市内で業務を営む全ての店舗 

九州労働金庫 国内で業務を営む全ての店舗 

北九州農業協同組合 

株式会社ゆうちょ銀行 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県

、宮崎県及び鹿児島県に所在する支店（出

張所及び株式会社ゆうちょ銀行が銀行代理

店契約を締結した日本郵便株式会社の営業

所（日本郵便株式会社が業務を再委託した

者の施設を含む 。） を含む。以下同じ 。）

の店舗及び福岡郵便貯金事務センター（株

式会社ゆうちょ銀行の公金指定様式振替払

込書により収納する場合にあっては、国内

に所在する支店及び福岡郵便貯金事務セン

ター） 
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北九州市告示第１３９号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規定により、令

和４年度の固定資産の価格等を固定資産課税台帳に登録したので、同条第２項

の規定により告示する。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   
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北九州市告示第１４０号 

 地方自治法施行令 ( 昭和２２年政令第１６号 ) 第１７４条の４９の２５第２

項の規定により、北九州市が包括外部監査契約を締結しようとする相手方の資

格を証する書面の写しは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く令和４年４月１日から同年５月

２日までの間の午前８時３０分から午後５時１５分まで、北九州市行政委員会

事務局監査第一課において閲覧に供する。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   
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北九州市告示第１４１号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における陳列品の観覧料の収納事務を次のとおり

委託した。

令和４年４月１日

         北九州市長 北 橋 健 治  

受  託  者
委 託 期 間

名   称 住   所

株式会社ハートピア 北九州市小倉北区高浜

二丁目１番５４号高浜

ビル２Ｆ

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で
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北九州市告示第１４２号

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立松本清張記念館における物品売払代金の収納事務を次のとおり委

託した。

令和４年４月１日

         北九州市長 北 橋 健 治  

受  託  者
委 託 期 間

名   称 住   所

株式会社ハートピア 北九州市小倉北区高浜

二丁目１番５４号高浜

ビル２Ｆ

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で
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北九州市告示第１４３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立文学館における陳列品の観覧料の収納事務を次のとおり委託した

。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社ハートピア 北九州市小倉北区高浜

二丁目１番５４号高浜

ビル２Ｆ 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１４４号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立文学館における物品売払代金の収納事務を次のとおり委託した。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社ハートピア 北九州市小倉北区高浜

二丁目１番５４号高浜

ビル２Ｆ 

令和４年４月１日から

令和５年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第１４５号

 あき地等に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則（昭和４５年北九州

市規則第３６号）第３条第２項の規定により、雑草等の除去委託料の単価を、

次のように定める。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治

 １回につき１平方メートル当たり１１５円（消費税の額に相当する額及び地

方消費税の額に相当する額を含む。）
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北九州市告示第１４６号 

 車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号イの規定に基

づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大２５

トンである道路を次のとおり指定する。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 指定する道路の路線名及び区間 

整理番号 路 線 名 区  間 

３２６９ 市道浅野３２号線 北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４３地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４５地先まで 

６５６４ 市道熊手田町１号線 北九州市八幡西区大字藤田２３５８

番２地先 

北九州市八幡西区黒崎城石２３２３

番１地先 

６８７０ 市道黒崎城石２号線 北九州市八幡西区黒崎城石２３５８

番１地先 

北九州市八幡西区黒崎城石２３４６

番１地先 

７０１３ 市道黒崎城石３号線 北九州市八幡西区黒崎城石２３４６

番１地先 

北九州市八幡西区大字藤田２４１９

番１地先 

２ 指定する期日 令和４年４月１日 
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北九州市告示第１４７号 

 車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号の規定に基づ

き、通行する車両の高さの最高限度が４．１メートルである道路を次のとおり

指定し、併せて、同令第１０条第１項の規定に基づき、当該道路を通行する高

さが３．８メートルを超え４．１メートル以下の車両の通行方法を次のとおり

定める。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 指定する道路の路線名及び区間 

整理番号 路 線 名 区  間 

５１１ 市道浅野１号線 北九州市小倉北区浅野三丁目２番３

５２地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４３地先まで 

３２６９ 市道浅野３２号線 北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４３地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４５地先まで 

１０１１ 市道浅野１４号線 北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４５地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁目４番２

地先まで 

６１５３ 市道本城１８４号線 北九州市八幡西区本城二丁目１８９

１番１５地先から 

北九州市八幡西区本城学研台一丁目

１番１０２地先まで 

６２４７ 市道本城１８８号線 北九州市八幡西区本城学研台一丁目

３番１０１地先から 

北九州市八幡西区本城学研台一丁目

２番１０５地先まで 

２ 指定する期日 令和４年４月１日 

３ 通行方法 

  第１項で指定する道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メー

トル以下の車両は、次の通行方法によらなければならない。 
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（１） 走行位置の指定 トンネル等の上空障害箇所では、車両又は車両に

積載する貨物が建築限界を侵すおそれがあるので、車線からはみ出さない

よう走行すること。道路に隣接する施設等に出入りするために、やむを得

ず車線からはみ出す場合は、標識、樹木等の上空障害物に接触しないよう

十分に注意すること。 

（２） 後方警戒措置 後方車両に対し十分な車間距離を取らせ、交通の危

険を防止するため、縦の長さ０．１２メートル以上横の長さ０．２３メー

トル以上又は縦の長さ０．２３メートル以上横の長さ０．１２メートル以

上の地が黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性を有する材料で「背高

」と表示した標識を車両の後方の見やすい箇所に掲げること。 

（３） 道路情報の収集 道路の状況は、工事の実施等により変化すること

があるので、道路情報を収集し、あらかじめ上空障害箇所のないことを確

認の上走行すること。 
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北九州市告示第１４８号 

 車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第４項の規定に基づき、国

際海上コンテナの運搬用のセミトレーラ連結車（以下「国際海上コンテナ車」

という。）の重量及び長さの最高限度を同項に規定する重量及び長さとする道

路を次のとおり指定し、併せて、同令第１０条第２項の規定に基づき、当該道

路を通行する国際海上コンテナ車の通行方法を次のとおり定める。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 指定する道路の路線名及び区間 

整理番号 路 線 名 区  間 

５１１ 市道浅野１号線 北九州市小倉北区浅野三丁目２番３

５２地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４３地先まで 

３２６９ 市道浅野３２号線 北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４３地先から 

北九州市小倉北区浅野三丁目２番７

４５地先まで 

２ 指定する期日 令和４年４月１日 

３ 通行方法 

  第１項で指定する道路を通行する国際海上コンテナ車は、次の通行方法に

よらなければならない。 

 （１） 交差点における左折又は右折にあたっての誘導 

 ア 次の表の第１欄の道路から第２欄に所在する交差点を左折して第３欄

の道路に入るときは、他の車両等（道路交通法（昭和３５年法律第１０

５号）第２条第１項第１７号に規定する車両等をいう。）又は自転車（

以下「他の車両等」という。）との衝突の危険を生じさせないよう、当

該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置し

ておくこと。  

第１欄 第２欄 第３欄 

市道浅野１号線 小倉北区浅野三丁目 

（スタジアム前交差点） 

市道浅野３２号線 

 イ 次の表の第１欄の道路から第２欄に所在する交差点を右折して第３欄

の道路に入るときは、他の車両等（道路交通法（昭和３５年法律第１０
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５号）第２条第１項第１７号に規定する車両等をいう。）又は自転車（

以下「他の車両等」という 。）との衝突の危険を生じさせないよう、

当該国際海上コンテナ車及び他の車両等の誘導を行う者又は車両を配置

しておくこと。 

第１欄 第２欄 第３欄 

市道浅野３２号線 小倉北区浅野三丁目 

（スタジアム前交差点） 

市道浅野１号線 

（２） 橋等の通行方法 

  橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路を通行する場合にあっ

ては、徐行するとともに、１の径間の１の車線において限度超過車両（道

路法（昭和２７年法律第１８０号）第４７条の２第１項に規定する車両を

いう。）又は他の国際海上コンテナ車と連続して通行しないこと。 
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北九州市告示第１４９号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、次のと

おり道路の区域を変更する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 変更

前後

の別 

区域変更の区間 幅員 

(ｍ) 

延長 

(ｍ) 

１３９３ 上の原

１５号

線 

前 八幡西区上の原二丁目２８

３番９地先から 

八幡西区上の原二丁目３０

０番１９地先まで 

4.8

～

8.3

24.8

後 八幡西区上の原二丁目２８

３番９地先から 

八幡西区上の原二丁目３０

０番１９地先まで 

4.9

～

8.8

24.8
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北九州市告示第１５０号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次のと 

おり令和４年４月１日から道路の供用を開始する。 

 その関係図面は、この告示の日から２週間北九州市建設局道路部管理課にお

いて、一般の縦覧に供する。 

  令和４年４月１日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 道路の種類 市道 

２ 路線名等 

整理番号 路線名 供用開始の区間 

１３９３ 上の原１５号

線 

八幡西区上の原二丁目２８３番９地先から 

八幡西区上の原二丁目３００番１９地先まで 
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北九州市告示第１５１号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

大信薬局鷹の巣店 北九州市八幡西区鷹の巣二丁目１

３番３号 

令和４年４

月１日 

ぴょんた薬局 北九州市戸畑区小芝一丁目１番３

５号 

令和４年４

月１日 

コスモス薬局岸の浦店 北九州市八幡西区岸の浦一丁目１

２番３０号 

令和４年４

月１日 

２ 訪問看護（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション

プーラビダ桜通り店 

北九州市八幡東区祇園二丁目２番

２号１階 

令和４年４

月１日 
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北九州市告示第１５２号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療及び更生医療に係る指定自立

支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により

次のとおり告示する。

  令和４年４月１日  

北九州市長 北 橋 健 治  

薬局（育成医療及び更生医療）の名称及び所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称

指定自立支援医療機関の所在地 変 更 年 月 日

旧 総合メディカル株

式会社一城薬局

北九州市八幡東区槻田二丁目１

番２３号

令 和 ４ 年 ３

月 ２ ０ 日

新 そうごう薬局槻田

店

北九州市八幡東区槻田二丁目２

番１１号
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北九州市告示第１５３号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により精神通院医療に係る指定自立支

援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次のとおり告

示する。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 医科（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

医療法人たけうちクリ

ニック 

北九州市小倉北区京町三丁目１番

１号地下 1 階 

令和４年４

月１日 

２ 薬局（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

大信薬局鷹の巣店 北九州市八幡西区鷹の巣二丁目１

３番３号 

令和４年４

月１日 

ぴょんた薬局 北九州市戸畑区小芝一丁目１番３

５号 

令和４年４

月１日 

３ 訪問看護（精神通院医療）

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

児童若者支援特化型訪

問看護ステーションリ

カバリー 

北九州市門司区大里柳町三丁目７

番１号１０３号室 

令和４年４

月１日 

アイアス訪問看護ステ

ーション小倉東 

北九州市小倉南区朽綱東一丁目１

番２２号１階 

令和４年４

月１日 

おやこの訪問看護ステ

ーションにこり 

北九州市小倉南区横代北町四丁目

２番２７号 

令和４年４

月 1 日 

訪問看護ステーション

プーラビダ桜通り店 

北九州市八幡東区祇園二丁目２番

２号１階 

令和４年４

月１日 
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北九州市告示第１５４号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２号の規定により次のとお

り告示する。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 薬局（精神通院医療）の名称及び所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

旧 総合メディカル株

式会社一城薬局 

北九州市八幡東区槻田二丁目１番

２３号 

令和４年３

月２０日 

新 そうごう薬局槻田

店 

北九州市八幡東区槻田二丁目２番

１１号 

２ 訪問看護（精神通院医療）の名称の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

旧 精神疾患特化型訪

問看護ステーショ

ンリカバリー 

北九州市門司区大里戸ノ上二丁目

５番１８号大里庵ビル１階 

令和４年３

月１日 

新 訪問看護ステーシ

ョンサンセリテ 

３ 訪問看護（精神通院医療）の所在地の変更

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

住田病院老人訪問看護

ステーション 

旧 北九州市若松区大字蜑住１４

１１番地 

令和３年６

月１０日 

新 北九州市若松区大字蜑住１４

３５番地 

訪問看護ステーション 

木輪館 

旧 北九州市八幡西区下上津役三

丁目６番６号 

令和４年３

月４日 

新 北九州市八幡西区下上津役三

丁目３番６号 
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北九州市告示第１５５号

 一般廃棄物処理手数料のごみ処理手数料のうち、臨時的に処理を行うものの

うち粗大ごみに係るごみ処理手数料の納付について、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定による指定納付受託者を指定

したので、同条第２項の規定により次のとおり告示する。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

指 定 納 付 受 託 者
指定をした日 指 定 期 間

名   称 住   所

ＧＭＯペイメン

トゲートウェイ

株式会社 

東京都渋谷区道

玄坂１丁目２番

３号

令和４年４月１

日

令和４年４月１

日から令和５年

３月３１日まで
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北九州市公告第１９６号

 北九州市環境影響評価条例（平成１０年北九州市条例第１１号）第２０条第

１項の規定により対象事業内容変更届出書の提出があったので、同条第２項の

規定により、次のとおり公告する。

  令和４年４月１日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 事業者の氏名及び住所 

  住友大阪セメント株式会社

代表取締役社長 諸橋央典 

  東京都千代田区六番町６番地２８

２ 対象事業の名称

  平尾台地区鉱物採取事業

３ 変更事項等

 代表者の氏名 事業実施区域の面積 

変更前 代表取締役社長 

関根福一 

６４万平方メートル 

変更後 代表取締役社長 

諸橋央典 

７６万４，０００平方メー

トル 

変更理由 役員交代 採掘区域からの捨石が想定

より多くなったため 

変更年月日 令和３年６月２９日 令和４年４月１日 
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北九州市公告第１９７号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という 。） 第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 物品等の名称及び数量 

  抗原簡易検査キット ２万５，０００キット 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和４年３月２５日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社アトル 北九州営業部 

  北九州市八幡西区森下町２６番９６号 

５ 契約金額 

  ３，５７５万円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５

号に該当するため 
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北九州市公告第１９８号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号。以下「政令」という 。） 第４条に規定する特定調達契約に

つき、随意契約の相手方を決定したので、北九州市物品等又は特定役務の調達

手続の特例を定める規則（平成７年北九州市規則第７８号）第１２条第１項の

規定により次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 物品等の名称及び数量 

  抗原簡易検査キット ２万５，０００キット 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市技術監理局契約部契約課 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

３ 契約の相手方を決定した日 

  令和４年３月２５日 

４ 契約の相手方の名称及び住所 

  株式会社アステム 北九州営業部 

  北九州市小倉南区下曽根新町１３番１号 

５ 契約金額 

  ２，７５０万円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  随意契約 

７ 随意契約の理由 

  地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第５

号に該当するため 
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北九州市公告第１９９号 

 北九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年

北九州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に

行う受付を令和４年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                           北九州市長 北 橋 健 治 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 

 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 
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  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 

（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 
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（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和４年１２月２９日から令和５年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類ア、カ、キ、ケ

、サからチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 

セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 
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タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 北九州市税に係る納税証明書 

ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

テ 労働保険料納入証明書 

   ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

    北九州市小倉北区城内１番１号(北九州市役所１５階) 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２００号 

 北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格及び審

査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則」という。）

第４条第２項に定める随時に行う受付を令和４年度において行うため、同条第

３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市

が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又

は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に

参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参

加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                        北九州市長 北 橋 健 治 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 
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   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付期間 

  令和４年４月１日から令和４年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 
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カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市公告第２０１号 

 北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（

平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定め

る随時に行う受付を令和４年度において行うため、同条第３項（規則第９条に

おいて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法

等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人
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又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項に規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和４年４月１日から同年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及

びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市
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入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課及び北九州市立文書館で閲覧に供す

るとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  北九州市小倉北区城内１番１号（北九州市役所１５階） 

    電話 ０９３－５８２－２５４５ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１１３ 
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北九州市上下水道局告示第８号 

 地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２７条ただし書の規定によ 

り、北九州市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業の業務に係る公金の収 

納及び支払事務の一部を取り扱わせるための出納取扱金融機関を、次のとおり 

指定した。 

  令和４年４月１日 

               北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

出納取扱 

金融機関 

取扱店舗 所在地 指定期間 

株式会社

三井住友

銀行 

北九州支店 北九州市小倉北区魚町

一丁目５番１６号 

令和４年４月１日か

ら令和５年３月３１

日まで 
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北九州市上下水道局告示第９号

 北九州市下水道条例（昭和３９年北九州市条例第３９号）第８条に規定する

排水設備指定工事店を次のとおり指定した。

  令和４年４月１日

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

指定番号 工事店名

代表者

所在地 指定の有効期間

３１６９ 株式会社オネス

ティ設備 

大東正和 

北九州市小倉南区

舞ケ丘三丁目８番

５号 

令和４年４月１日か

ら令和８年５月３１

日まで 

３１７０ 中村工業 

中村高明 

北九州市小倉南区

北方二丁目１３番

２１号 

令和４年４月１日か

ら令和８年５月３１

日まで 
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北九州市上下水道局告示第１０号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定による給水

装置工事事業者の指定を行ったので、同法第２５条の３第２項の規定により次

のとおり告示する。 

  令和４年４月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 指定年月日

Ｋ－１１２ 有限会社ヤマカ

ツ建設 

山田勝治 北九州市小倉北

区篠崎三丁目１

１番６号 

令和４年４

月１日 

Ｍ－１８０ 株式会社オネス

ティ設備 

大東正和 北九州市小倉南

区舞ケ丘三丁目

８番５号 

令和４年４

月１日 

Ｍ－１８１ 有限会社詫間設

備工業 

詫間邦彦 北九州市小倉南

区横代東町三丁

目５番１０号 

令和４年４

月１日 

Ｍ－１８２ 株式会社中島機

器設備 

中嶋孝治 北九州市小倉南

区沼緑町二丁目

９番２０号 

令和４年４

月１日 

Ｍ－１８３ 中村工業 中村高明 北九州市小倉南

区北方二丁目１

３番２１号 

令和４年４

月１日 

Ｈ－０５２ 総合建設業杉本

組 

杉本 茂 北九州市八幡東

区高見五丁目５

番３－２０４号

令和４年４

月１日 

Ｎ－１６５ 東洋設備工業株

式会社 

穴南 晃 北九州市八幡西

区鷹の巣二丁目

１０番１７号 

令和４年４

月１日 

Ｎ－１６６ 株式会社アース

設備 

花田英樹 北九州市八幡西

区陣山二丁目９

番２０号 

令和４年４

月１日 

Ｆ－２２０ 株式会社Ｕ．Ｓ

．Ｐ 

内 賢治 福岡市西区大字

羽根戸１１番地

１ 

令和４年４

月１日 

Ｆ－２２１ 株式会社ＮＥＸ

Ｔ 

平原 一 福岡県春日市上

白水１－３８サ

ンヴィオラ春日

２０２号 

令和４年４

月１日 
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北九州市上下水道局告示第１１号 

 水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の７の規定により指定給水装

置工事事業者から給水装置工事の事業の廃止の届出があったので、北九州市上

下水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年北九州市水道局管理規程第

７号）第４条の規定により次のとおり告示する。 

  令和４年４月１日 

北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利   

指定番号 工事店の 

名 称 

代表者 所在地 廃止年月日 

Ｍ－１６１ 中島機器設備 中嶋孝治 北九州市小倉南

区沼緑町二丁目

９番２０号 

令和４年３

月３１日 

Ｎ－１６３ アース設備 花田英樹 北九州市八幡西

区陣山二丁目９

番２０号 

令和４年３

月３１日 
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北九州市上下水道局公告第５８号 

 北九州市上下水道局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程 

（平成６年北九州市水道局管理規程第８号）第２条において準用する北九州市

建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規

則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を

令和４年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場

合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する建設工事の請負契

約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                      北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和４年１２月２９日から令和５年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類ア、カ、キ、ケ

、サからチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 北九州市税に係る納税証明書 

ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

テ 労働保険料納入証明書 

   ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

    北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第５９号 

 北九州市上下水道局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成６年北九州市水道局管理規程第９号）第２

条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参

加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「

規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和４年度において

行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定

により、北九州市上下水道局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、

地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以

下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資

格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する

。 

  令和４年４月１日 

                   北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付期間 

  令和４年４月１日から令和４年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 

  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 
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  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市上下水道局公告第６０号 

 北九州市上下水道局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成７年北九州市水道局管理規程第２号）第２条において準用する

北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平

成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める

随時に行う受付を令和４年度において行うため、同条第３項（規則第９条にお

いて準用する場合を含む。）の規定により、北九州市上下水道局が発注する物

品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設

コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一

般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必

要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の

申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

               北九州市上下水道局長 兼 尾 明 利 

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項に規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和４年４月１日から同年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市上下水道局総務経営部経営企画課及び北九州市立文書館で閲覧に

供するとともに北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市上下水道局総務経営部経営企画課 
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  北九州市小倉北区大手町１番１号（小倉北区役所西棟４階） 

    電話 ０９３－５８２－３１３７ 

  ＦＡＸ ０９３－５８２－３１００ 
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北九州市交通局公告第７号 

 北九州市交通局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程（平

成６年北九州市交通局管理規程第３号）第２条において準用する北九州市建設

工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第

５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和

４年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を

含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する建設工事の請負契約の一般

競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要

な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申

請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                        北九州市交通局長 福 本 啓 二 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和４年１２月２９日から令和５年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類ア、カ、キ、ケ

、サからチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

   チ 北九州市税に係る納税証明書 

  ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

テ 労働保険料納入証明書 

ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

    北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市交通局公告第８号 

 北九州市交通局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の資格

及び審査等に関する規程（平成６年北九州市交通局管理規程第４号）第２条に

おいて準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者

の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号。以下「規則

」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和４年度において行う

ため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の規定によ

り、北九州市交通局が発注する測量業務、建設コンサルタント業務、地質調査

業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争

入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」とい

う。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                     北九州市交通局長 福 本 啓 二 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 
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    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項に規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和４年４月１日から令和４年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ 

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 

ウ 申請業務に関する調書（その１） 
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エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 

  北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 

88



北九州市交通局公告第９号 

 北九州市交通局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する

規程（平成７年北九州市交通局管理規程第１号）第２条において準用する北九

州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成７

年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に定める随時

に行う受付を令和４年度において行うため、同条第３項（規則第９条において

準用する場合を含む。）の規定により、北九州市交通局が発注する物品の売買

、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務、建設コンサル

タント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。）の一般競争入

札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格

（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法

等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

                 北九州市交通局長 福 本 啓 二   

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和４年４月１日から令和４年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和 

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市交通局総務経営課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに 

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問い合わせ先 

    北九州市交通局総務経営課 
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北九州市若松区東小石町３番１号 

    電話 ０９３－７７１－８４０１ 

  ＦＡＸ ０９３－７７１－８４２２ 
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北九州市公営競技局公告第４号 

 北九州市公営競技局建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第９号）第２条において準用する北

九州市建設工事競争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九

州市規則第５９号。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う

受付を令和４年度において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用

する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注する建設工事の

請負契約の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参

加する者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加

資格の審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

北九州市公営競技局長 三 浦 隆 宏 

１ 建設工事の種類 

（１） 土木工事  

  （２） 港湾工事 

  （３） 建築工事 

  （４） 大工工事 

  （５） 左官工事 

  （６） とび・土工・コンクリート工事 

  （７） 石工事 

  （８） 屋根工事 

  （９） 電気工事 

  （１０） 管工事 

  （１１） タイル・れんが・ブロック工事 

  （１２） 鋼構造物工事 

  （１３） 鉄筋工事 

  （１４） 舗装工事 

  （１５） しゅんせつ工事 

  （１６） 板金工事 

  （１７） ガラス工事 

  （１８） 塗装工事 

  （１９） 防水工事 

  （２０） 内装仕上工事 

 （２１） 機械器具設置工事 

 （２２） 熱絶縁工事 
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 （２３） 電気通信工事 

 （２４） 造園工事 

  （２５） さく井工事 

 （２６） 建具工事 

 （２７） 水道施設工事 

 （２８） 消防施設工事 

 （２９） 清掃施設工事 

 （３０） 解体工事 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

 る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

 合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人 

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する許 

可を受けていない者 
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（７） 建設業法第２７条の２３第１項に基づく経営に関する客観的事項の 

審査を受けていない者 

（８） 共同企業体でその構成員が前各号のいずれかに該当するもの 

３ 申請の受付期間 

  令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日並びに令

和４年１２月２９日から令和５年１月３日までの日を除く。）の毎日午前９

時から午後５時まで 

４ 申請の受付方法 

 （１） 申請方法 

インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

 （２） 提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類ア、カ、キ、ケ

、サからチまで及びトは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類オ、カ、コからソまで及びナは、前号による申請の後、

北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア 登記事項証明書 

イ 経営規模等評価結果通知書の写し 

  ウ 技術者の資格者証の写し 

エ 専任技術者証明書の写し 

オ 使用印鑑届 

カ 委任状 

キ 建設業許可申請書の別表 

ク 印鑑証明書 

  ケ 給与支払報告書（総括表）の写し 

  コ 工事用機械器具調書 

  サ 主観点による加点の辞退届 

  シ 北九州市内事業所等調書 

ス 保有作業船調書 
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セ 鋼構造物工事関係調書 

ソ 舗装工事関係機械調書 

タ 社会的責任・社会貢献関係資料 

チ 北九州市税に係る納税証明書 

ツ 消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

テ 労働保険料納入証明書 

   ト 社会保険等関係届出書 

ナ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 規則第１２条第２項第２号の審査基準日 

    令和３年１月１日 

６ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

７ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資 

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和５年５月３１日まで 

８ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年１２月に令

和５年度及び令和６年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので

、当該公告に基づき申請を行うこと。 

９ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

１０ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

    北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第５号 

 北九州市公営競技局測量業務、建設コンサルタント業務等競争入札参加者の

資格及び審査等に関する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１０

号）第２条において準用する北九州市測量業務、建設コンサルタント業務等競

争入札参加者の資格及び審査等に関する規則（平成６年北九州市規則第６０号

。以下「規則」という。）第４条第２項に定める随時に行う受付を令和４年度

において行うため、同条第３項（規則第１１条において準用する場合を含む。

）の規定により、北九州市公営競技局が発注する測量業務、建設コンサルタン

ト業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約の一般競争入札及び指名競争

入札（以下「競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「競争入

札参加資格」という。）、競争入札参加資格の審査の申請方法等を次のとおり

公告する。 

  令和４年４月１日 

                   北九州市公営競技局長 三 浦 隆 宏 

１ 業務の種類 

 （１） 測量業務  

（２） 建築関係コンサルタント業務 

（３） 設備設計業務 

（４） 土木関係コンサルタント業務 

（５） 地質調査業務 

（６） 補償関係コンサルタント業務 

（７） 前各号に掲げる業務以外の調査、測定、コンサルタント業務 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１） 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ 

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場 

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 

（４） 次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に 

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正
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な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項の規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

    カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価 

   の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

  キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５） 経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６） 競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付期間 

  令和４年４月１日から令和４年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

）の毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１） 申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス 

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html 

（２） 提出書類 

   申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類イからオまで、

キ、サ及びシは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからキまで、ケからサまで及びセは、前号による申請

の後、北九州市入札参加資格審査申請システムより入手することができる

。 

ア 登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 申請業務に関する登録等の証明書 
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ウ 申請業務に関する調書（その１） 

エ 申請業務に関する調書（その２） 

オ 申請業務に関する調書（その３） 

カ 使用印鑑届 

キ 委任状 

ク 印鑑証明書 

ケ 業務経歴書 

コ 技術者経歴書 

サ 北九州市内事業所等調書 

シ 北九州市税に係る納税証明書 

ス 消費税及び地方消費税に係る納税証明書 

セ 誓約書 

（３） 提出先 

  〒８０３－８５０１ 

  北九州市小倉北区城内１番１号 

  北九州市技術監理局契約部契約制度課 

（４） 申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第７条第１項（規則第１１条において準用する場合を含む。）の有資

格業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

  競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 
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  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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北九州市公営競技局公告第６号 

 北九州市公営競技局物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関

する規程（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第８号）第２条において準

用する北九州市物品等供給契約の競争入札参加者の資格及び審査等に関する規

則（平成７年北九州市規則第１１号。以下「規則」という。）第３条第２項に

定める随時に行う受付を令和４年度において行うため、同条第３項（規則第９

条において準用する場合を含む。）の規定により、北九州市公営競技局が発注

する物品の売買、製造の請負その他の契約（建設工事の請負契約及び測量業務

、建設コンサルタント業務、地質調査業務等の委託契約又は請負契約を除く。

）の一般競争入札及び指名競争入札（以下「競争入札」という。）に参加する

者に必要な資格（以下「競争入札参加資格」という。）、競争入札参加資格の

審査の申請方法等を次のとおり公告する。 

  令和４年４月１日 

               北九州市公営競技局長 三 浦 隆 宏  

１ 申請の対象となる物品等及び役務の種類 

 （１） 印刷・写真 

  （２） 事務用品 

  （３） 機械器具 

  （４） 自動車・船舶 

（５） 家具・装飾 

  （６） 縫製・繊維製品 

  （７） 薬品 

  （８） 燃料 

  （９） 教材・書籍・美術品 

（１０） 建設資材 

  （１１） 農林・園芸 

  （１２） 日用品・雑貨・百貨 

  （１３） サービス 

２ 競争入札に参加することができない者 

（１）  競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者（特別の理由があ

る場合を除く。） 

（２） 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者（特別の理由がある場

合を除く。） 

（３） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第３２条第１項各号に掲げる者 
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（４）  次のいずれかに該当すると認められる者でその事実があった後別に

定める期間を経過しないもの及びその者を代理人、支配人その他の使用人

又は入札代理人として使用する者 

    ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、

又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者 

    イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正

な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者 

    ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げ  

た者 

   エ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の２第１項に規定

による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者   

    オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

  カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価

の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者 

    キ アからカまでのいずれかに該当する事実があった後別に定める期間を

経過しない者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その

他の使用人として使用した者 

（５）  経営状態が著しく不健全であると認められる者 

（６）  競争入札に参加しようとする業務に関し、法律上必要とされる資格

を有しない者 

３ 申請の受付日時 

  令和４年４月１日から同年７月２９日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝

日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

毎日午前９時から午後５時まで 

４ 申請書の受付方法 

（１）  申請方法 

   インターネットを利用して下記北九州市技術監理局契約部ホームページ

アドレスから北九州市入札参加資格審査申請システムにアクセスし、画面

上の申請フォームに必要事項を入力し、送信した後、速やかに次号に定め

る書類を提出する。 

北九州市技術監理局契約部ホームページアドレス

http://www.k-nyusatsu.city.kitakyushu.jp/index.html  

 （２）  提出書類 

申請内容を電子的に送付した後、次に掲げる書類（以下「提出書類」と

いう。）を書留郵便にて提出すること。ただし、提出書類オからケまで及
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びサは、必要に応じて提出することとする。 

なお、提出書類ウからオまで及びケは、前号による申請の後、北九州市

入札参加資格審査申請システムより入手することができる。 

ア  登記事項証明書（個人の場合は、身分に関する証明書） 

イ 印鑑証明書 

ウ 使用印鑑届 

エ 誓約書 

オ 委任状 

カ 北九州市税に係る納税証明書 

キ 財務諸表（貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの） 

ク 営業に関する許認可証の写し 

  ケ 契約実績経歴書 

  コ  消費税及び地方消費税に係る納税証明書  

  サ 社会的責任・社会貢献関係資料 

  （３）  提出先 

   〒８０３－８５０１ 

   北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市技術監理局契約部契約制度課 

  （４）  申請に用いる言語 

   申請に用いる言語は日本語とし、提出書類で外国語を用いて記載してい

るものは日本語の訳文を付記し、又は添付すること。 

５ 競争入札参加資格の審査結果の通知 

  資格審査結果通知書により通知する。 

６ 競争入札参加資格の有効期間 

  規則第６条第１項（規則第９条において準用する場合を含む。）の有資格 

業者名簿に追加して記載された日の翌日から令和４年９月３０日まで 

７ 競争入札参加資格の有効期間の更新手続 

   競争入札参加資格の有効期間の更新を希望する者は、令和４年６月に令和

４年度及び令和５年度の資格審査の定時受付の公告を行う予定であるので、

当該公告に基づき申請を行うこと。 

８ 競争入札参加資格を有する者の名簿の公開方法 

  北九州市公営競技局総務課及び北九州市立文書館で閲覧に供するとともに

北九州市技術監理局契約部ホームページで公開する。 

９ 公告に関する問合せ先 

    北九州市公営競技局総務課 
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  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

    電話 ０９３－７９１－５０１０ 

  ＦＡＸ ０９３－７９１－１４７６ 
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